
母子健康診査受診票について 
 

妊娠中は、気がかりなことがなくても、身体にはいろいろな変化が起こっています。妊婦健康診査

を受けて、体調管理をしながら過ごしましょう。また、お子さんが生まれたら、健診を受け、お子

さんの健康状態や成長の様子を確認していきましょう。 

壱岐市外の医療機関で妊婦健康診査・乳児健康診査を受ける場合、現在使用している受診票が利用

できない場合があります。健診費用の取り扱いについては、下記をご覧ください。 

 

～受診票が利用できない県外医療機関を受診される方へ～ 

受診にかかった費用は医療機関へ一旦支払い、その後申請することで、助成限度額

に応じた助成を受けることができます。 

助成を受ける場合は、下記書類の提出をお願いします。 

 

《提出書類》 

●妊婦及び乳児一般健康診査助成金交付申請書兼請求書 

●母子健康手帳の写し（健診結果が記載されたページ） 

●健康診査受診票 

●領収書、明細書（検査の金額がわかるもの） 

●通帳の写し 

 

 

 

 

 

 

 

《申請期限》 

検査を受けた日から２年以内 

 

《申請窓口》 

 壱岐市こども家庭センター いきいろ 

：郷ノ浦庁舎地下１階 

他、各支所窓口でも受付が可能です。 

 

 

 

 

 

✿問い合わせ先✿ 

壱岐市こども家庭センターいきいろ（市役所郷ノ浦庁舎 地下 1 階） 

電話番号：０９２０－４８－１１６０ 

健康診査受診票は、受診結果の記入が必要です。

受診票が使用できない場合も医療機関に記載を

お願いしてください。 

※重複利用を防ぐため、記入がない場合も申請時

に提出をしてください。 


